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過疎高齢地域の産業と福祉をめぐる小規模自治体と
事業者との連携（下）

─京都府与謝郡与謝野町における調査研究をもとに─

中西　典子ⅰ

　本稿は，京都府丹後地域に位置する与謝野町を事例に，過疎化・高齢化に直面している地域の産業振興
および福祉の推進をめぐる現況とその課題を考察したものである。与謝野町は，加悦谷地域に属する加悦
町・野田川町・岩滝町の３町合併により２００６年に誕生した町である。この地域は，古代から大陸との交易
で栄え，近世以降は丹後ちりめんに代表される織物業で栄えたが，戦後の高度経済成長期を経て，基幹産
業としての機業は，その後の産業構造の転換により衰退の一途をたどり，近年では，就業者の高齢化と人
口減少，後継者難によって，その存続自体が危ぶまれている。こうしたなか，与謝野町では，産業振興ビ
ジョンや中小企業振興基本条例の制定を通じて地域産業の再生を促すとともに，新たな産業としての福祉
の可能性に期待をかけている。とくに後者においては，長年にわたって実績を積んできた地元事業者との
連携に力を注いでおり，地域の雇用創出や農業と福祉のコラボなど，福祉的資源を活かした取り組みが進
められてきている。今後，与謝野町という過疎高齢地域の展望は，産業と福祉を軸とした小規模自治体と
民間事業者，住民のパートナーシップが重要な要素となっていく。
　なお，本稿は，２０１１年度産業社会学会研究助成により，共同で行った与謝野町での調査研究をもとにし
ている。
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２．新・与謝野町にみる過疎高齢地域の 
産業振興に向けた取り組み

（１）与謝野町の経緯と現況
　いわゆる「平成の大合併」により，２００６年３月，
加悦谷地域の加悦町・岩滝町・野田川町の３町が合
併して，与謝野町（京都府与謝郡与謝野町）が新た
に誕生した（図４）。３町が合併したことにより，
東は宮津市，西は兵庫県豊岡市，南は福知山市，北
は京丹後市と隣接し，南東部には大江山連峰が位置
する総面積１０７.０４㎡の地域となっている。合併に際
しては，当初は１市４町（宮津市・伊根町・加悦
町・岩滝町・野田川町）で合併協議が行われていた
が１２），規模の面でも意識の面でも市と町との隔た
りが大きかったために，合併に向けての折り合いが
つかず，最終的には，住民の意向もふまえて加悦
町・岩滝町・野田川町の３町で合併することとなっ
た１３）。
　２０１２年１２月末現在，与謝野町の人口は２３,９７６人，
世帯数９,１５４となっており，合併時からみると，人口
が年々減少する一方で，世帯数は年々増加しており，
他の過疎地域と同様，世帯規模の縮小と若年人口の
流出に伴う高齢者のみの世帯の増加がうかがえる
（表３）。『平成２３年度 与謝野町統計書』（与謝野町

発行）によれば，２０１０年１０月時点での就業者数は
１１,４５８人，そのうち第１次産業従事者が４２６人，第２
次産業従事者が３,９０４人，第３次産業従事者が５,８８４
人となっており，第１次産業では農業が３８５人で圧
倒的に多く，そのうち６５歳以上が２０６人と過半数を
占めている。第２次産業では，製造業が２,７９３人で
最も多く，次いで建設業が１,１０８人である。第３次
産業では，卸売・小売業が１,７３１人で最も多く，医
療・福祉が１,２８８人と続いている（表４）。産業構造
でみると，第２次産業就業者の割合が減少するとと
もに，第３次産業の割合が増加してきている。しか
し，京都府や全国に比べると，第２次産業の比率は
まだ高くなっている（図５）。第２次産業のなかで
も大幅な減少がみられるのが製造業であり，１９９０年
から２０００年までに２,９６６人（３７.８％），２０００年から２００５
年にかけては９９４人（２０.４％），２００５年から２０１０年に
かけては１,０９３人（２８.１％）の減少となっている（与
謝野町企画財政課編 ２０１２）。前章でみたように，衰
退する製造業をいかに維持していくかが課題といえ
る。
　与謝野町では，２００８年に「第１次与謝野町総合計
画」（与謝野町企画財政課編 ２００８）が策定されてお
り，策定にあたっては，２,０００人を対象とした「まち
づくりアンケート」，地域の１８団体との懇談会（表
５），高校生との対話授業，パブリックコメントな
どが実施されている。総合計画では，①安心と生き
がいのある福祉のまちづくり，②伝統を活かし未来
にチャレンジする産業づくり，③自然と安全を守る
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図４　合併の経緯
（出所）与謝野町企画財政課編『与謝野町町勢要覧』与謝野

町，２００８年，６ページ。

表３　与謝野町の人口・世帯数の推移

世帯数
人口

計
女性男性

８,８７５１３,５７４１２,２７９２５,８５３２００６年（合併時）
８,９４２１３,４２８１２,１０１２５,５２９２００７年
８,９２６１３,２９９１１,８９４２５,１９３２００８年
９,０２６１３,１５７１１,７６３２４,９２０２００９年
９,０５６１３,０１６１１,６４８２４,６６４２０１０年
９,０７８１２,８４３１１,５３７２４,３８０２０１１年
９,１５４１２,５８７１１,３８９２３,９７６２０１２年

（出所）与謝野町ホームページをもとに作成
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表４　産業（大分類）年齢別１５歳以上就業者数

６５歳以上６０－６４歳５０－５９歳４０－４９歳３０－３９歳２０－２９歳１５－１９歳総数

１,９３６１,３７８３,３８２３,６８９２,７８４１,８５１２１４１５,２３４１９９０年
２,１８４１,４４２３,１５５３,５２４２,４３４１,９２２１７６１４,８３７１９９５年
２,０４０１,１７５３,３２０２,８９５２,３２１１,７５６１２４１３,６３１２０００年
２,０８５１,１５４３,２３４２,６５９２,３９２１,３９４１１８１３,０３６２００５年
１,８０４１,３５７２,５６８２,４４３２,１００１,１０１８５１１,４５８２０１０年

第１次産業
２０６４３６１３４２５１６─３８５農業
６９８１０４２─３９林業
────２──２漁業

第２次産業
────１２─３鉱業・採石業等
９３１３６２７７２６７２５４７７４１,１０８建設業
７１１４４９５７４４６８３８９１８４１８２,７９３製造業

第３次産業
１─１１１６１４２─４４電気・ガス・水道業
─２６７１０３１２９情報通信業
１２４７９８１０６８８３３２３８６運輸業・郵便業
２３３２２７４１８３５５３１２１６５２１１,７３１卸売・小売業
６１２５３４３４４２１─１７９金融・保険業
１４５１２１２１６６１６６不動産業
６８６９１４２８９９３６１１６５３８飲食店・宿泊業
５４７５２８０３７９３０５１８７８１,２８８医療・福祉
２３４３１５３１２６１１９９１─５５５教育・学習支援
─１３１３８２７１１１１０９複合サービス事業
９９７７１４３１４９８８３７１５９４サービス業
１３１７９３１０２９６４３１３６５公務
１８６８６９１１１７１０８８２８６７８分類不能の産業

（出所）『平成２３年度 与謝野町統計書』より作成

5.3％

図５　産業別就業者数割合の推移
（出所）与謝野町企画財政課編 ２０１２: ６



まちの基盤づくり，④快適でやすらぎのある生活環
境づくり，⑤明日の人材を育てる教育文化のまちづ
くり，⑥協働で進めるまちづくり，の６項目が基本

構想として掲げられており，全国的にみられる「自
助」・「共助」・「公助」という概念の他に，与謝野町
独自の「商助」が付加されたかたちでの協働のまち
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表５　与謝野町の地域団体

地域振興産業生涯学習，福祉・環境

ちりめん街道を守り育てる会加悦町商工会青年部与謝野町社会福祉協議会
雲岩公園創造委員会岩滝町商工会青年部与謝野町文化協会
どでっさっさ共和国野田川町商工会青年部与謝野町体育協会
石川塾岩滝ふれあい朝市組合NPO法人丹後福祉応援団
与謝野町婦人会道の駅シルクのまち かやNPO法人丹後の自然を守る会

丹後ちりめん歴史館与謝野町老人クラブ連合会
加悦産直の会

（出所）『第１次与謝野町総合計画』より作成

図６　今後，特に力を入れるべき施策
（出所）与謝野町企画財政課『与謝野町総合計画後期基本計画策定にかかるまちづくりアンケート報告書』

２０１２年，１１ページ



づくりが提起されている。現在，２０１３年～２０１７年度
の後期基本計画の策定に向けて，「与謝野町総合計
画審議会」をはじめ，住民による「地域振興」，「教
育・福祉・環境」，「産業・建設」の専門部会が開催
されており，まちづくりアンケートやパブリックコ
メントも再度実施されてきた。まちづくりアンケー
トでは，「与謝野町のまちづくりにおいて，今後，特
に力を入れるべき施策」として上位にあがったのが，
図６に示すように，①災害に強い山や川づくりと防
災体制の強化（４５.９％），②新たな産業起こしへの支
援と雇用の確保（４５.２％），③高齢者や障害者の福祉
の充実と社会参画の促進（４２.７％），であった。２００８
年の総合計画に向けて実施された前回のアンケート
では，東日本大震災以前でもあったことから，①と
②が逆転しており，産業および雇用政策に対する住
民要求が最も高くなっている点が注目される。いず
れにしても，「防災」・「産業と雇用」・「福祉」がトッ
プ３を占めており，地域社会の最重点課題となって
いる。

（２）「産業振興ビジョン」と「中小企業振興基本条
例」の制定

　「平成１８年事業所・企業統計調査結果」（京都府
分）によれば，与謝野町発足時の２００６年における事
業所数は２,３３１，従業者数は１０,０６７人であるが，いず
れにおいても最も多い業種が製造業であり，１,１３８
事業所，３,４０１人の従業者数となっている（表６）。
この製造業の内訳を表７でみると，繊維工業が９６１
事業所（８４.４％）で圧倒的に多く，そのなかでも織
物業が８６２事業所（８９.７％）を占めている。しかし，
５年前（２００１年）の旧３町の総計と比べると，事業
所数では４２３（１５.４％）の減少，従業者数では１,６６２人
（１４.２％）の減少となっており，繊維工業では２５６事
業所（２１.０％）もの減少，このうち織物業では２２３事
業所（２０.６％）の減少がみられる。１事業所あたり
の従業者数では，全産業では４.３人であるのに対し，
製造業では３.０人と少なくなっており，この地域の
製造業がいかに零細な規模であるかが看取できる。

これは，繊維工業が２.２人，織物業が２.１人という数
値からも示されるように，製造業の大多数を占めて
いる繊維工業および織物業の零細さに基づくもので
ある。また，かかる零細な製造業（織物業）がかつ
ては多数存在していたにもかかわらず，零細である
がゆえに転廃業が相次ぎ，その減少率も著しい。
　織物業の動向を，２００８年の「与謝野町織物実態統
計調査」（与謝野町商工観光課 ２００９）でみると，事
業所数はさらに減少して６８０事業所となっており，
うち操業中が６４９事業所（休業中が３１事業所）であ
る。経営組織でみると，個人が６２４事業所（９６.１％），
株式会社が１８事業所（２.７％），有限会社が６事業所
（０.９％）となっている。事業所実態では，「手張」が
５６事業所（８.６％），「賃機」が５８５事業所（９０.１％），
「両方」が８事業所（１.３％）となっており，個人経
営の賃機形態が圧倒的多数を占めている１４）。また，
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表６　産業（大分類）別事業所数および従業者数

従業者数事業所数

１０,０６７２,３３１総数

第１次産業
５４５農業
４０１林業
──漁業

第２次産業
──鉱業・採石業等

１,００７２１５建設業
３,４０１１,１３８製造業

第３次産業
２６２電気・ガス・水道業
５２情報通信業
１７８１５運輸業・郵便業
１,８９３４３０卸売・小売業
９６１４金融・保険業
４０３０不動産業
４０４１０２飲食店・宿泊業
１,０２９６６医療・福祉
６６４７６教育・学習支援
１５６１３複合サービス事業
８５８２１４サービス業
２１６８公務

（出所）『平成１８年事業所・企業統計調査結果（京都府）』
より作成



専業が５０３事業所（７７.５％）で，後継者がいない事業
所は５９７（９２.０％）にものぼっている。従業者数につ
いては，総数１,２６２人のうち，家族従業者が１,０１５人
（８０.４％），雇用従業者２４７人（１９.６％）と，ほとんど
が家族経営である。年齢別では，２９歳以下が０.７％，
３０歳代が２.５％，４０歳代が６.３％，５０歳代が２１.２％，６０
歳代が４０.０％，７０歳以上が２９.３％と，高齢化が顕著

となっている。これらのことから，零細な家業とし
て営まれ，生業ともいえる織物業の構造的不況は，
暮らし向きにも大きな影響を与えるものであり，さ
らには後継者もいないままに，高齢化に伴ってこの
まま廃業を余儀なくされるという状況に追い込まれ
ていることが，明らかである。このような先行きの
ない状況のなかで，長きにわたって地域経済を支え
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表７　製造業の内訳

１事業所あたり従業者数従業者数事業所数
２００１年２００６年増減率２００１年２００６年増減率２００１年２００６年

４.３４.３－１４.２１１,７２９１０,０６７－１５.４２,７５４２,３３１全産業総数
３.０３.０－２２.４４,３８３３,４０１－２０.９１,４３９１,１３８製造業総数
５.５７.４５７.６９９１５６１６.７１８２１食料品製造業
６.０５.０－１６.７１８１５─３３飲料・たばこ・飼料製造業
２.３２.２－２５.０２,８４５２,１３５－２１.０１,２１７９６１繊維工業

（内訳）
１.４１.３－２８.６７５－２０.０５４製糸業
────────紡績業
３.８４.７－２７.３１５０１０９－４１.０３９２３ねん糸製造業
２.２２.１－２４.６２,３７６１,７９１－２０.６１,０８５８６２織物業
２.０３.０５０.０２３─１１ニット生地製造業
１０.１７.７－２９.８１３１９２－７.７１３１２染色整理業
────────綱・網製造業
３.０２.５６６.７３５１００.０１２レース・繊維雑品製造業
２.４２.３－２６.１１７６１３０－２１.９７３５７その他の繊維工業
４.６３.１－５５.２３５５１５９－３４.６７８５１衣服・その他の繊維製品製造業
４.６４.３－２６.１２３１７－２０.０５４木材・木製品製造業（家具を除く）
１.８２.０─１４１４－１２.５８７家具・装備品製造業
────────パルプ・紙・紙加工品製造業
８.８７.７－３４.３３５２３－２５.０４３印刷・同関連業
６.０─－１００.０６─－１００.０１─化学工業
────────石油製品・石炭製品製造業
３.０４.９１２６.７１５３４４０.０５７プラスチック製品製造業
２４.０２８.０１６.７２４２８─１１ゴム製品製造業
２１.７４１.０２６.２６５８２－３３.３３２なめし革・同製品・毛皮製造業
１０.７１２.８─６４６４－１６.７６５窯業・土石製品製造業
４８.０４８.３０.７１４４１４５─３３鉄鋼業
２.３２.７１４.３７８─３３非鉄金属製造業
６.１７.７８.７９２１００－１３.３１５１３金属製品製造業
４.０３.４－２３.８８０６１－１０.０２０１８一般機械器具製造業
７.４７.６－１９.１１４１１１４－２１.１１９１５電気機械器具製造業
３.０４.５５０.０６９─２２情報通信機械器具製造業
１７.０１９.８－２２.５２０４１５８－３３.３１２８電子部品・デバイス製造業
２.２２.３－３６.４１１７－４０.０５３輸送用機械器具製造業
────────精密機械器具製造業
１２.３９.０－４６.７１３５７２－２７.３１１８その他の製造業

（出所）『平成１８年事業所・企業統計調査結果（京都府）』より作成



てきた伝統産業が息絶えていくのか，それとも，新
たな存続の方途を見いだしていくのかが，切実に問
われている。
　与謝野町では，後者に期待をかけるべく，「経済
活力が地域内を循環する産業振興」をめざし，織物
業，農業，商工業，観光など各産業が連携して新た
な活路を見いだしていくための「与謝野町産業振興
ビジョン」を策定している。これは，前節でみた総
合計画における基本構想の第２に掲げられた点に基
づくものであり，２０１０年度から２０１９年度までの１０年
計画となっている。策定にあたっては，産業振興ビ
ジョン策定委員会が多分野からの委員によって組織
され（表８），委員会での意見や提言をもとに，織物

業や工業（製造業），商業サービス，医療・福祉サー
ビスなど各産業の現状と課題が明らかにされてきた。
また，図７でみるように，産業振興ビジョンでは，
①次世代産業の担い手づくり，②伝統と匠で拓く新
機軸のものづくり，③各産業の連携と支え合いづく
り，④観光との連携によるにぎわいづくり，⑤働く
場づくり，仕事づくり，⑥すべての住民が参加でき
る産業振興，という６つの基本方針（基本構想）の
下で，各方針に基づく１２９の行動プログラム（基本
計画）が，２０１４年度までの５年計画で掲げられてい
る。基本方針①では，与謝野町の産業を担う人材の
確保・育成を進める拠点の立ち上げや，就労支援機
関や専門教育機関との連携，Uターン・Jターン・I
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表８　与謝野町産業振興ビジョン策定委員会の委員構成

役職名等所属団体役職

工業部会会長
部会長機業部会副会長
商工会理事商業部会委員
副部会長建設業部会委員
幹事料飲業部会委員
副部会長サービス業部会委員
青年部理事青年部委員
部長女性部委員
総務１課長丹後織物工業組合委員
取締役常務日本電気化学株式会社委員
工場長京都奉製株式会社委員
会長よさのカード会委員
加悦支所長与謝野町商工会委員
代表取締役（有）誠武農園委員
施設長（社）与謝郡福祉会虹ヶ丘委員
会長与謝野町婦人会委員
副会長与謝野町婦人会委員
振興部長（財）京都産業２１北部支援センター委員
企画連携課長京都府織物・機械金属振興センター委員
企画調整室長京都府丹後広域振興局農林商工部委員
統括官峰山公共職業安定所宮津出張所委員

なし委員
なし委員
なし委員
商工観光課長事務局
主幹事務局
課長補佐事務局
係長事務局
学識経験者オブザーバー

（出所）『与謝野町産業振興ビジョン』より作成



ターン支援のための住宅の斡旋や空き家情報の提供，
商工会等による人材登録制度の創設と各産業分野の
技術を有する住民のマイスター（指導的リーダー）
としての育成など，②では，商工会や観光協会を中

心に地元企業・事業所と住民によるものづくり団体
の連携体制の構築，地場産品や地域ブランドの商品
開発など，③では，織物業・商業（サービス業）・工
業・観光・農業の異業種間における人材や技術の交
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表９　行動プログラム（例）「織物技術の伝承の取組みへの支援」

役割
取組・方策

行政事業所住民

●●「よさの織物技術塾」の開設と活動支援
●●●学校教育における織物体験学習の促進
●●●生涯学習における織物教室の創設

●●後継者育成サポーターによる実地研修
●●織物業者の共同事業化の検討
●●事業継承への支援の充実
●●内機工場の育成と充実

（出所）『与謝野町産業振興ビジョン』より作成

図７　与謝野町産業振興ビジョン施策の体系図
（出所）与謝野町商工観光課『与謝野町産業振興ビジョン概要版』２０１０年，４ページ
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表１０　中小企業振興基本条例の主な内容

与謝野町産業振興ビジョンに掲げられた将来目標「ひとが元気，まちに活力，多彩なふれあいで創
る　働く喜びのあるまち　元気与謝野」の実現を目標とし，中小企業者の創意工夫と自主的な努力に
よる取り組みを尊重すること，また中小企業振興策の展開にあたっては，中小企業の特性に応じた施
策を，町民，事業者，経済団体等及び町の連携により，一体となって推進することを基本方針とする。

基本方針

与謝野町産業振興ビジョンの行動プログラムの具現化を図ることを本条例の基本的施策とする。
（１）次世代産業の担い手づくりのための施策
（２）伝統と匠で拓く新機軸のものづくりのための施策
（３）各産業の連携と支え合いづくりのための施策
（４）観光との連携によるにぎわいづくりのための施策
（５）働く場づくり，仕事づくりのための施策
（６）すべての住民が参加できる産業振興のための施策
（７）前各号に掲げるもののほか，町長が必要と認める施策

基本的施策

●町民，事業者及び経済団体等と連携を図り，社会経済情勢の変化に対応した中小企業振興のための
適切な施策を推進し，財政上の措置や国・京都府等との連携・協力に努めること
●工事の発注，物品・役務（サービス）の調達等にあたっては，中小企業者の受注機会の増大に努め
ること

町の責務

●経済的社会的環境の変化に対応して，自主的に経営の向上・改善に努めること
●経営基盤の強化，人材の育成・雇用環境の充実を図り，従業員が生きがいと働きがいを得ることが
できる職場づくりに自主的な努力を払うこと
●町が実施する中小企業振興策に協力するよう努めること
●町内の事業者・経済団体等との連携に努めるとともに，町内において生産・製造・加工される製品
や町内において提供される役務（サービス）の利用に努めること
●地域社会を構成する一員として，暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるとともに，自
然環境との調和に十分配慮すること

中小企業者の
役割・努力

中小企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに，町が実施する中小企業振興策に協力
するよう努めること

経済団体等の役割

●中小企業の振興が地域経済の発展において果たす役割の重要性を理解し，中小企業者との連携を図
るとともに，町が実施する中小企業振興策に協力するよう努めること
●町内中小企業者・経済団体等との連携に努めるとともに，町内において生産・製造・加工される製
品や町内において提供される役務の利用に努めること
●地域社会を構成する一員として，暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるとともに，自
然環境との調和に十分配慮すること

大企業者の役割

●中小企業の振興が地域経済と地域社会の安定と向上に欠かせないものであり，町民の生活を豊かに
するものであることを理解し，中小企業の健全な発展と育成へ協力すること
●消費者として町内において生産，製造，又は加工される製品の購買や消費，並びに町内において提
供される役務（サービス）の利用に努めること

町民の理解・協力

中小企業振興を担うのは「ひと」であること，また産業振興ビジョンにおいて「次世代のひとづくり」
を基本理念としていることをふまえ，町の支援について次のとおり規定している。
●中小企業の人材確保や人材育成を支援する施策を実施すること
●実践的な体験（インターンシップ等）により児童・生徒の主体的な進路意識や勤労観が育成され，
さらには町内事業所の良さを知ってもらうことにより優秀な人材確保にもつながることから，町が
体験機会の提供等を推進すること

人材の確保
・育成の支援

条例の推進を図り，基本的施策の実施について審議する機関として産業振興会議を位置づけ，産業振
興会議において審議（協議・立案・提言・調査・検証等）される施策等について，町民，事業者，経
済団体等及び町の協働により，その実現に向けて取り組みことを規定している。

産業振興会議

（出所）与謝野町ホームページをもとに作成



流および情報データベースの構築を通じた新たな事
業展開，④では，「ちりめん街道」・「加悦SL広場」・
「古墳公園」をはじめ町内の産業拠点や観光拠点を
案内する住民ガイドの育成，郷土料理や食材の開発
など，⑤では，創業等支援事業や雇用促進奨励事業
の推進，新規就農者の受入れ体制の整備や集落営農
組織から農業法人化への移行の促進，空き店舗や空
き工場の活用など，⑥においては，次世代の新たな
地域産業を担う住民意識の醸成や産業振興と併せた
社会基盤の整備など，が行動プログラムとして掲げ
られており，一例を表９に示すように，各方策に関
して，住民・事業所・行政の役割が明記されている。
　厳しい経営環境により事業者自身が消極的ななか，
町としての産地生産基盤の維持が懸念されている織
物業に関しては，これまでも商品開発や自社ブラン
ドの取組み，生産と流通の再編やグループ連携によ
る販路開拓，関連繊維業への導入や転換も図られて
きたが，今後はさらに，和装生地・帯・和装小物・
ネクタイ・服地・小物等の幅広い生産基盤や蓄積さ
れた技術をベースに，生産から販売機能を備えた織
物総合産地体制の確立を図っていくことが課題とさ
れている（与謝野町商工観光課編 ２０１０）。総合産地
として，新たな視点での新製品開発や販売競争力の
強化による伝統産業の革新が求められており，商工
会機業部や織物事業所を中心に，織物技術の伝承に
向けた研修塾や織物教室の設置，学校教育における
織物体験学習の導入等を通じて，次世代の育成がめ
ざされている。また，観光関連産業との連携も視野
に入れ，かつての加悦の町並みである「ちりめん街
道」が，２００５年に国の重要伝統的建造物群保存地区
に指定されたことを契機に，翌年度から修理修景事

業を通じて整備を行い１５），「ちりめん街道まるごと
ミュージアム」等のイベントの開催や，「きもの振
興プロジェクト」による着付けや織物（手織）・染色
体験等を通じて織物文化をPRしていく取組みも実
施されている。
　また，２０１２年４月には，京都府内初となる「中小
企業振興基本条例」が制定された。これは，産業振
興ビジョンの具現化を図るべく２０１０年に設置された
官民協働の「産業振興会議」の提言を受けたもので
あり，町内事業所の大多数を占め，地域経済と地域
社会の担い手である中小企業の振興を，行政運営の
重要課題として位置づけている（表１０）。この条例
では，農林業者を中小企業者に含めていることや，
「地域循環型経済」の担い手として事業者・住民・
経済団体等・行政それぞれの役割を共通認識するこ
と，審議機関として産業振興会議を位置づけている
こと，などが特徴となっている。

（３）農業生産法人による自然循環農業への新たな
取り組み

　与謝野町の主要産業の一つである農業もまた，人
口減少や高齢化に伴い斜陽化しているなかで，振興
策が求められている。２０１０年の農林業センサスによ
れば，与謝野町の農家戸数は８２１戸で，そのうち家
族経営体の販売農家は４２７戸（５２.０％），自給的農家
が３７８戸（４６.０％）となっている。しかし，販売農家
のなかでも，専業農家は７５戸（１７.６％）にとどまり，
兼業農家が３５２戸（８２.４％）と大多数である。また，
兼業農家のなかでも，第１種兼業農家は５０戸
（１４.２％）であるのに対し，第２種兼業農家が３０２戸
（８５.８％）と圧倒的多数を占めている。表１１にみる
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表１１　経営耕地規模別農家数

２.０以上１.５－２.０１.０－１.５０.５－１.００.３－０.５０.３ha未満総農家数

３５４３８３２２６２４１５２９１,１５７１９９５年
８２３１８２１９３１７９４０１９６８２０００年
８３３５６５１７１１３３４１７９０４２００５年
７０２８５９１６４１０６３９４８２１２０１０年

（出所）『平成２３年度 与謝野町統計書』より作成



ように，経営耕地規模別農家数においても，０.３ha
未満の農家が半数近く存在しており，零細な副業経
営が主流といえる。
　農業は，「丹後コシヒカリ」の栽培で知られるよ
うに稲作中心であり，与謝野町では，目下，自然循
環農業である「京の豆っこ米」に力を入れている。
京の豆っこ米は，与謝野町内の豆腐工場から廃物と
して出る「おから」を主原料とした「おから，米ぬ
か，魚のあら」を原料とする有機質肥料「京の豆っ
こ」を使用し，「大地→大豆→豆腐→おから→肥料
→大地へ還元」という，自然環境に配慮した安心・
安全・良食味を追求した米であり１６），コシヒカリ
というブランド米に自然循環農業という付加価値を
与えたものである。与謝野町農林課によれば，豆腐
工場は，旧加悦町時代からの織物業（丹工加工場）
の跡地に，京都市内の企業の工場を誘致（京都府が
土地を買い上げて，企業に売却）したものであり，
２０００年に操業している１７）。豆腐工場の誘致にあた
っては，その原料となる大豆が必要とされたため，
大豆栽培に着目し，農業者とともに大豆品種の研究
を経て，２０００年から自然循環農業の一環としての
「白大豆」の生産が開始されることとなった。
　この白大豆の生産を町から受託し，豆腐加工業者
へ販売を始めたのが，有限会社「あっぷるふぁ～
む」である。あっぷるふぁ～むは，町内に現存する
３つの農業生産法人のうちの１つであり１８），１９９３
年に設立されている。もともと，１９８６年に水田転作
で導入されたリンゴの共同管理を目的に，旧加悦町
の若手農家６人で「大江山観光農園組合」を結成し
たのが始まりであり，同時期に開始した農産物販売
休憩施設「喫茶あっぷるふぁ～む」の経営を経て，
１９９３年に農業生産法人化を行い，水稲を中心に露
地・施設野菜，果樹などの生産から加工，販売まで
を手がけてきており，昨今話題のいわゆる「第６次
産業」１９）の先駆であるともいえる。あっぷるふぁ
～むは，白大豆の生産・販売を行う一方で，豆腐工
場から排出されるおからを原料とした有機質肥料
「京の豆っこ」を，水稲や野菜などの作物にも使用

し，町の進める自然循環農業を農家側から先導して
きている。その経営方針は，①地域農業の担い手，
②環境保全型農業の推進，③農商工連携の取り組み，
④新規就農者の育成，⑤交流活動の実施，⑥地域へ
の貢献，を特徴としており，上述したような，町と
連携しての自然循環農業を担っている以外にも，新
規就農の研修生の受け入れや，消費者との交流イベ
ントの開催など，幅広い活動を通じて地域農業を支
えている。また，２００９年度から，京都府の推進する
「命の里事業」（弱体化農村１０地区の農業基盤整備）
の事務局として，行政とも積極的に関わりながら事
業展開をしている２０）。
　あっぷるふぁ～むに続く農業生産法人の有限会社
「誠武農園」も，１９９０年に旧加悦町の農家２人が共
同で立ち上げた経営体から発展したものであり，
２００１年に法人化されている。経営の柱は施設園芸で，
京の豆っこを使用した施設野菜や露地野菜のほか，
水稲も生産している。誠武農園は，①雇用の創出，
②地域外からの人材の呼び込み，③研修を通じた人
材育成，を経営方針としており，地域内外からの就
農希望者を２年間の研修生として受け入れ，農業の
後継者を育成している。誠武農園では，１９９５年に非
農家出身の就農希望者を研修生として受け入れて以
来，京都府の「就農支援資金制度」等を利用しなが
ら，これまでに１０人以上の研修生を送り出してきた。
研修生のなかには，研修後も地域に定着して営農を
継続する人や誠武農園で社員として働く人もいる。
また，こうした農業生産法人を軸にした農業者のネ
ットワークも拡大してきている。与謝野町では，若
い世代が町外から移住してくるのは農業だけといわ
れるほどに，地域活性化に果たす農業の新たな役割
に期待がかかる２１）。
　このような，与謝野町の行政と農業生産法人との
協力による農商工連携を軸とした取り組みは，過疎
化や高齢化の進行をはじめ様々な要因によって農業
の崩壊や自然生態系の破壊が危惧される今日におい
て，それを打開する方策を提供し得る集落営農の新
たな試みとして位置づけられる。かつて丹後地域は
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水田単作地帯であったが，近年では，京野菜ブラン
ドを活用した野菜生産が発展してきており，新規就
農者は施設園芸への参入が主となっている。こうし
た地域農業の新たな展開と，その担い手が，既存農
家や集落に対する良い意味での刺激となれば，そう
した農家や集落の潜在能力を掘り起こし，地域全体
の活力へとつながっていくことも考えられる。

３．地域産業の一環としての福祉的資源の 
新たな位置づけ

（１）与謝野町行政と福祉事業─与謝野町と社会福
祉法人「よさのうみ福祉会」との関係性の構築

　織物業や農業に代表される地域産業を担っていた
かつての現役世代が，いまや７０歳代以上という高齢
期を迎えているなかで，地域社会のいま一つの課題
である福祉へのニーズが高まってきている。与謝野
町では，すでに閉鎖された織物関連工場の跡地が多
く存在しており，その有効利用として福祉施設が建
設されてきている。現町長が，旧野田川町長の時代
から福祉に力を入れてきたこともあり２２），昨今で
は，「新たな福祉のかたち」として，高齢者・障害
者・児童の垣根を越え，かつ企業的な発想を取り入
れた「地域共生型福祉施設 やすらの里」の整備を
進めている。「やすらの里」は，与謝野町内の４つ
の法人が参画して，旧丹後織物工業組合加悦加工場
跡地（約７,６００㎡）に建設される，高齢者・障害者・
地域交流の複合施設である（写真３）２３）。同跡地は，
与謝野町が京都府から購入したものであり，これを
４法人に有償で貸与し，施設建設費については，
国・京都府・与謝野町の補助金と４法人の自己資金
でそれぞれ賄うことになっている２４）。与謝野町は，
この地域共生型福祉施設の基本的なコンセプトの提
案とそれに基づく福祉関係団体との事前協議，建設
予定地の買収と造成整地，賃貸借提案など行政とし
ての役割を担い，４法人による「地域共生型福祉施
設整備協議会」の発足後は，施設設計整備内容や資
金計画，人材確保など一切が４法人に委ねられ，民

間の自主性を尊重する取組みがなされている２５）。
また，異業種ともいえる４法人（高齢者福祉，
NPO, 障害者福祉，看護協会）と自治体との連携は，
他府県と比べても珍しい事例である。
　こうした行政と民間福祉事業者との連携は，もと
もと，４法人の１つである社会福祉法人「よさのう
み福祉会」（以下，「福祉会」）の長年にわたる地域福
祉運動の蓄積があってこそ成り立ったものである。
「福祉会」は，１９５１年の桑飼小学校（現与謝野町）へ
の「特別学級」の設置に始まり，１９７０年には京都府
立与謝の海養護学校の設立に至るまでの，京都府丹
後地域における養護学校の開設運動から発展した組
織である。その後，１９７５年に開所された京都府初の
共同作業所「大宮共同作業所」をはじめ，峰山町や
宮津市，野田川町に共同作業所を開設してきたが，
当時は無認可であった作業所の法内施設化のために，
１９７９年，社会福祉法人設立準備会を発足し，翌年，
同法人として認可されることとなった。法人後の
１９８３年には，作業所保護者からの土地提供の申し出
を受けて，「野田川町に障害者労働生活施設をつく
る会」（以下，「つくる会」）を結成し，本格的な入所
施設づくりを開始している。しかし，地元住民への
説明会において，住民の一部から障害者施設の建設
に対する強い反発が生じたことや，傾斜地が多いこ
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写真３　地域共生型福祉施設「やすらの里」
（出所）２０１３年２月２２日，「地域共生型福祉施設整備協議会」か

らの提供資料



とから建設用地としての採用を断念し，１９８４年に不
動産業者から第２候補地を紹介されることとなる。
しかしまたしても地元住民の反対にあい，断念せざ
るを得なかった。こうした住民理解の厳しさに直面
し，施設建設予定地を決定することが困難を極める
なかで，地元行政の積極的な理解と協力を得ること
の重要性を認識し，野田川町議会への請願書の提出
や議員に対する協力要請活動を精力的に展開してい
くことになる。そしてこれが効を奏して，１９８５年に
は，土地の係争問題解決と合わせた提案として，町
から第３候補地が紹介される。この用地取得に向け
ては，全住民を対象とした説明会をはじめ，地区役
員を対象とした施設見学会，隣組単位の懇談会，地
区内全戸訪問対話活動など，４年間にわたる取組み
が行われた。しかし，施設建設の賛否が拮抗するな
か，地元役員会の判断で実施された住民投票によっ
て，施設建設の不同意が僅差で上回り，またもや断
念を余儀なくされる。そして１９９０年，野田川町長へ
の新たな候補地の要望書を提出し，第４候補地が紹
介されることとなる。この土地は，これまで障害者
施設の建設予定地が地域住民の反対で二転三転して
いた経緯を知る岩屋区の住民有志が中心になり，地
権者を説得して用地準備をしたものであった。岩屋
区は，かつては大規模な織物工場が３工場ほども存
在していたが，機業不振で壊滅的な状態に陥るとと
もに，過疎化・高齢化によって衰退の一途をたどっ
ていた地域であり，機業家も含めてその盛衰を直に
経験してきた人々の，福祉施設を誘致することで新
たな雇用や消費が生まれ，地域の活気を少しでも取
り戻すことができれば，という思いもあった。こう
した住民有志が「つくる会」に代わって地元住民の
説得に動いたことや，区長が自らの辞表と引き換え
に地域の同意書獲得に努力したこと，また，住民か
らは「地場産業の衰退で若者が定着せず地域がさび
れるばかり，福祉で地域の活性化を」，「障害者施設
と共に高齢者福祉施設の設置をめざすのなら，先祖
伝来の土地を手放してもよい」（「障害者の労働生活
施設をつくる運動のまとめ」編集委員会 １９９８: １４）

という声があがり，用地提供がここにようやく実現
することとなった。同時にこれは，障害者福祉施設
と高齢者福祉施設を併設する「福祉の里」づくり構
想へと発展し，町もまた，「つくる会」や地元住民の
熱意に対して積極的な協力を行った。町として，現
地の測量や事前調査を実施し，１９９３年に，町議会で
用地買収費９,５５０万円の予算を可決して，地権者３４
人の所有する１万坪の用地を取得した。その後，造
成工事を経て，「福祉会」への５,７００万円の有償譲渡
の合意がなされ２６），施設建設に際しての周辺自治
体の補助と，「福祉会」自体の自己資金捻出に向け
た地域的な取組みによって２７），１９９７年，「障害者福
祉センター 夢織りの郷」が完成する運びとなった
のである。
　このような野田川町「福祉の里」の取組みがもた
らした効果として，一つに，上述した地域共生型福
祉施設における事業者間連携の基礎ができた点があ
げられる。福祉の里に「夢織りの郷」と共に立地す
る高齢者施設「虹ヶ丘」は，社会福祉法人「与謝郡
福祉会」によって担われており，両法人が「事業者
連絡会」を組織して運営にあたった。それは後に，
与謝野町内の社会福祉法人やNPO法人，株式会社
など営利・非営利を超えた「与謝野町事業者連絡
会」として発展することとなった。二つに，雇用の
拡大があげられる。「福祉会」職員は８０人以上，「虹
ヶ丘」関係職員は１２０人以上と，２００人以上の雇用が
実現している。また，地域産業の衰退によって仕事
がなくなった障害者が，仕事を求めて「夢織りの
郷」にやってくるなかで，弁当作りや農業という新
たな就業先の開拓も行われてきた。前者は，後述す
る「夢かご弁当」，後者は休耕田を借り上げての野
菜（九条ネギ）栽培（写真４）や農産加工（漬物・
ジュース）として，地域での新たな仕事おこしも始
まっている。
　町としても，福祉をベースにした仕事おこしへの
行政側からの積極的な支援を行ってきており，補助
金の他に，「福祉会」を指定管理者として，町が所有
する遊休施設を改修して無償貸与し，運営委託をし
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ている。例として，①京都府加悦交番の移転に伴い，
旧交番建物を京都府から取得し，「障害者生活支援
センター結 与謝野町出張所」として「福祉会」に無
償貸与し，２００６年から与謝野町の障害者相談支援事
業所として事業委託，②３町の合併後に遊休化して
いた町有施設（旧野田川町保健センター）を改修し，
障害者グループホーム・ケアホームおよび障害者就
労継続支援施設（夢かご弁当）として指定管理，③
町有の「地域農産物等活用型交流施設」の一部を改
修し，特養や保育所のパン給食等を行う「ベーカリ
ーひだまりの丘」（パン工房）として指定管理，など
があげられる。また，京都府が所有する旧織物金属
振興センターの借り上げ交渉を行い，野田川共同作
業所の移転先建物（従来の民間借用建物の面積１.５
倍，家賃半額）として確保している２８）。

（２）「食」と「健康」をむすぶ農業と福祉のコラボ
レーション

　「福祉会」の長年にわたる地域に根ざした福祉事
業への取組みは，みてきたように町行政を動かす原
動力ともなってきているが，とくに，地域産業の不
振で遊休化した土地や建物を行政が積極的に借り上
げ（あるいは買い上げ），福祉の民間法人への事業
委託を行うことで，土地・建物と福祉事業双方の有
効活用が進められており，先述の地域共生型福祉施

設もこの延長上にある。この点に関連して興味深い
試みが，「リフレかやの里」である。
　「リフレかやの里」は，合併前の旧加悦町が，農林
水産省の認可を受けて１９９７年に建設費約９億円で設
立した「食」と「健康」の宿泊型保養施設である。
施設の運営は，町が４８.８％，農協や商工会などの６
法人と個人が出資する第三セクター方式により，滞
在型体験農園施設も併設し，ハーブを活用した郷土
食を提供するレストランや，薬湯など心身をリフレ
ッシュする浴場，都市との交流促進，長期滞在等の
機能を持つ町の農業活性化の場として整備されてき
た。２００６年の３町合併後は，与謝野町の施設として
引き継ぎ，運営を担っていた株式会社「リフレッシ
ュ丹後」を指定管理者として新たにスタートした。
開設当初は年間１３万人ほどの利用者があったが，そ
の後の経済情勢の低迷や過疎地域の利便性の悪さも
影響して客足が伸びず，合併以前からの経営赤字が
解消されないままに，年々損失を累積したことによ
って，２００８年に同社は指定取り消しの申請を行い，
自己破産となった。これにより，施設は閉鎖された
が，地域住民からの再開要望が強かったため，町は
存続を決断し，２００９年に後任の指定管理者を公募す
ることとなった。
　そこで名乗りをあげたのが，障害者の新たな就業
の場づくりを求めていた「福祉会」であった。「福
祉会」は，プロジェクトチームを結成して，赤字の
要因であった浴場の廃止と農産加工施設への転用，
加工品を活用した農村レストラン，宿泊施設の３本
柱をリニューアルプランとして提案した。与謝野町
指定管理者候補選考委員会は，応募３団体のなかで
「福祉会」を候補として決定し，町議会に提案する
こととなった。しかし，福祉施設に対する懸念とと
もに，浴場存続への地域住民の要望が高いという点
から議員の反対が出て，議案は否決された。しかし，
長きにわたって地域に貢献してきた「福祉会」の活
動や「夢織りの郷」での実績，農業への取組みを評
価してきた地元自治会や地域団体が，町に対して，
「福祉会」による運営再開と，地元との連携や浴場
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存続の可能性を協議してもらいたい旨の要望を行っ
た。これをふまえて町から，①「福祉会」と地元自
治会や農業団体，観光・交通・産業等の関係団体，
行政の代表による「リフレかやの里運営協議会」
（以下，「協議会」）を設置し，地域との連携による事
業の再開をめざすこと，②浴場部門は機能を縮小し
て再開すること，という条件とともに，「福祉会」を
非公募で指定管理者候補としたいという提案がなさ
れた。また，施設の改修費（約１億円）は町の予算
で賄い，浴場の赤字部分は指定管理料で充当するこ
とも，合わせて提起された。「福祉会」としても，従
前の機能（温浴施設，レストラン，宿泊施設）は基
本的に引き継ぎ，新たに農産加工所を設置すること
で合意し，再提起された議会でも賛成多数で可決さ
れた。こうした経緯について，「福祉会」事務局長
は，住民の声に耳を傾ける与謝野町長の行政姿勢と，
町の福祉課や農林課の優れた行政手腕を評価すると
ともに，「福祉会」が，３０年間にわたって，障害者や
家族とともに，地域のなかで，施設や事業を一つひ
とつ築き上げてきたという実績に対する行政の評価
と信頼が根底にあった，と語っている２９）。
　町の施設運営を民間事業者に委託する行政側から
すれば，地域外の事業者よりも，地域内の実情をよ
く知りかつ信頼できる「福祉会」を最優先に据える
ことは，当然の選択ではある。とはいうものの，農
林省の所管である施設を「福祉会」に委託すれば障
害者施設になってしまう，という懸念により議会で
否決されたことをあえて払拭し，「福祉会」と決断
した理由には，一つに，社会福祉法人であれば倒産
しないし「福祉会」であれば地域から逃げない，と
いう判断があったこと，二つに，社会福祉法人の指
定管理に伴う障害者給付の補助金が下りること３０），
三つ目に，こうした計算がありつつも，障害者に働
く場を提供することによって，ともに働く障害者と
健常者および施設を訪れる人々との相互理解が生ま
れるということも，視野に入れられていたと考えら
れる。また，「福祉も産業である」という町長の考
えとともに，「福祉は農業の新しい担い手である」

という感覚が町の農林課でできあがっていたこ
と３１），それゆえに，過疎化・高齢化する地域の新た
な産業として期待される福祉と農業との融合がスム
ーズに形成されてきたことも，大きな要因としてあ
る。
　こうしてリニューアルオープンすることとなった
「リフレかやの里」は，障害者就労継続支援A型（雇
用型）およびB型（非雇用型）事業所としての指定
を受け，前者については，浴場・レストラン・宿泊
施設で働く１３人の障害者に対して，京都府の最低賃
金に相当する時給７５９円が支払われ，後者について
は，パン工房など７人の障害者に対して，最低賃金
を満たさない福祉的就労として時給２５０円が支払わ
れている３２）。また，新たに設置された農産加工施
設では，地元の農林産物を使用した加工品の製造や
販売にも積極的に携わり，地元農家との連携も進ん
でいる。もっとも，経営はなお厳しく，初年度は人
件費と浴場の重油料で赤字となっており，「福祉会」
全体の収益から赤字を補填している状況であり，今
後の改善に向けての重点課題とされている３３）。「福
祉会」にとっては未経験の分野への挑戦であり，民
間企業が過去に失敗した事業を，厳しい経済状況の
下で再建する道程は険しく，大きな困難が予測され
るが，地域の「協議会」のなかで諸課題を共有し，
舞鶴（社会福祉法人「まいづる福祉会」によるレス
トラン運営）や全国の先進事例にも学びつつ，知恵
と創意を出し合って運営を進めていくことが必要と
されている３４）。

４．まとめ─地域力の源泉としての小規模 
自治体・民間事業者・住民連携 
（パートナーシップ）の試み

　以上，与謝野町の事例を通して，京都府丹後地域
における基幹産業の盛衰と，過疎化・高齢化してい
る地域の産業振興に向けた取り組み，新たな地域産
業としての福祉事業の位置づけについて，その現状
と課題を検討してきた。
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　１（前号）でみてきたように，丹後地域は，古代
から大陸との交易によって栄えた地域であり，すで
に中世には絹織物の産地が形成され，近世において
縮緬業が地場産業として発展して以降は，丹後ちり
めんで全国にその名を馳せたところである。こうし
た織物業は丹後地域の基幹産業として，近代から現
代に至るまで地域経済と人々の暮らしを支えてきた
が，なかでも交通の要衝であり機業が盛んに行われ
ていた加悦谷地域では，住民の自治能力も高く，近
代においては，加悦鉄道をはじめ地域の社会資本整
備を住民自らが手がけるという，当時としては先駆
的な取り組みがなされてきた。もっとも，こうした
地域の自治は，機業経営者や名望家層が名誉職を担
うことで成り立っていたものであり，かかる地域リ
ーダーたちの牽引力そのものが住民自治の基盤であ
った。したがって，機業の経営者から末端に位置づ
く女子労働者まで，その産業内における序列が地場
産業であるがゆえに地域住民の序列となり，末端住
民においては無縁な自治でもあった。けれども，丹
後機業の多くが零細な家内労働で成り立っていたこ
とが，このような序列構造を相対化していたことも
事実であり，自営業主ともいえる個々の機業家の集
合が，逆に地域の自治的風土を醸成してきたとも捉
えられる。しかしその後，かかる地域内自治は，国
家行政レベルの全国的な公共事業の展開によって，
その役割を終えていくこととなる。丹後機業は，紆
余曲折を経ながらも，戦後の高度経済成長期に全盛
を迎えたが，その時期を境に一転し，以後は衰退の
途をたどっていく。日本経済の低迷と構造不況，生
活様式の変化，都市への人口流出，海外との競争激
化などが要因となって廃業が相次ぎ，現在では，就
業者の高齢化と後継者の不在によって，丹後機業の
存続自体が危機的な状況と化している。
　加悦谷地域を含む現与謝野町では，２００８年に「織
物実態統計調査」を実施し，機業の現況と今後の動
向を把握するとともに，機業経営や振興策および行
政・商工会・丹後織物工業組合への意見・要望を集
約し，２０１０年度からの「産業振興ビジョン」に反映

させてきた。そこでは，２－（２）に示したような
様々な方策が打ち出されることとなったが，とりわ
け世代間継承や織物技術の伝承，商品開発，販路の
開拓は重点課題として進められる必要がある。他に
も，徒弟制に基づく零細な家内労働の集積から，一
定規模の企業化による雇用創出と技術力の普及へと，
伝統産業を時代に見合わせていくことも必要である。
そして，伝統産業として継承すべき点と革新すべき
点とを見極めながら，現代的な再生を図っていくこ
とが不可欠となる。また，与謝野町では，２０１２年に
京都府初の「中小企業振興基本条例」を制定し，織
物業をはじめ，農林業なども含めて，地域に根ざし
た産業の振興を官民協働で進めている。日本経済の
長引く低迷のなかで，現政権はデフレ脱却をめざし
た経済政策（アベノミクス）を掲げているが，それ
が中小企業の振興につながる可能性は低く，地域社
会に身近な自治体による積極的な支援策が引き続き
求められる。地域経済の振興と雇用の創出において
は，地域の実情を把握しかつ責任を負っている自治
体への期待はなお大きいといえる。
　与謝野町のような小規模自治体では，職員もほと
んどが地域住民である。そのため，住民としての当
事者意識があり，地域社会の動向が自らの暮らしに
も直接影響するという点で，より切実である。また，
農村部であるがゆえに，先祖代々でその地域に暮ら
し，旧知の人間関係も形成されているケースが多い。
このことは，地域内における自閉的な傾向を生み出
しやすいが，他方で，地域内の事情がわかることで
的確な判断も可能となる。２－（３）や３でみてきた
ような，地域の事業者との連携が成り立つのも，農
林課や福祉課の職員が常日頃から事業者と接する機
会が多く，双方の関係性（パートナーシップ）が構
築されていたからである。とくに「リフレかやの
里」の事例で注目されるのは，地域で長年の努力と
実績を重ねてきた「福祉会」の粘り強い信念と行動
力もさることながら，その活動を評価し，承認して
いた町行政の決断力である。ここでは，一般に縦割
り行政といわれるような農林課，福祉課というそれ
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ぞれの所管を超えて各課が連携し，そのイニシアテ
ィブを発揮することで農業と福祉の新たな協力関係
が生み出された。もっとも，癒着や談合にみられる
旧態依然とした行政と事業者（「官」と「民」）との
関係が汚職の原因となるがゆえに，行政は特定の事
業者とのつながりを回避する傾向が顕著である。現
に，与謝野町でも，２０１２年に教育委員会係長が加重
収賄罪で起訴されるという事件が発生している。こ
の事件の事業者（建築事務所）は町外（京都市）の
株式会社であったが，地域の事業者であれば例外と
は必ずしもいえない。また，逆に，行政が許認可権
や補助金交付を盾に干渉や関与を行うことも往々に
してあり，地元行政から「福祉会」への関与も実際
にあった（「障害者の労働生活施設をつくる運動の
まとめ」編集委員会 １９９８）。しかし，かかる問題を
なくしていくためにも，自治体は，各部局間の垣根
を低くするとともに，地域の事業者との持続的な信
頼関係を築き，自治体内および事業者との関係を透
明にして相互に認識し得る体制を整えておく必要が
ある。「福祉会」との連携は，まさにこうした長期
的な関係と地道な取り組みのなかから生み出されて
きたものである。また，３－（１）でみたように，「夢
織りの郷」の建設用地の取得に際して，幾度も地元
住民の反対にあいながらも，根気強く住民との協議
を重ねてきたこと，それが事業者の活動を地域社会
に認識させるきっかけとなり，さらにこのことが町
行政を動かすことへとつながった。この事例では，
ともすれば閉鎖的になりがちな地域住民のなかで，
かつての機業家など地域の自治を担ってきた有志た
ちが，地域の将来を真剣に考え協力を申し出たこと
によって，事業者と住民，そして住民間の連携が生
まれることとなり，また，有志の家族に自治体職員
がいたことも，その後の自治体と事業者との連携を
進展させる契機となった。すなわち，地域住民でも
ある自治体職員が，居住する地域や住民の暮らしの
実情を地域行政へと橋渡ししていく役割を発揮し，
その後の「やすらの里」における自治体と事業者，
事業者間の連携へと結実している。このように，住

民と自治体との距離が近く，また，小規模自治体ゆ
えに小回りがきくことや職員集団の顔が見えること，
そして職員の提案が生かされること，等々が，住民
と事業者を結ぶ自治体のコーディネート力を可能に
している。
　今後，過疎化・高齢化がさらに進むことが予想さ
れる京都府丹後地域において，福祉を産業の一環と
して位置づける与謝野町の試みは始まったばかりで
ある。しかし，基幹産業であった織物業に福祉が取
って代わることの是非はなお問われている。議会で
は，「福祉で食えるか」という議論は常にあり３５），
もと福祉課の町職員においても，織物関係の工場跡
地などの遊休施設をほとんど福祉施設とすることに
対して躊躇していることからすれば３６），かつて織
物業に従事していた多くの住民にとっては当然なが
ら複雑な心境である。また，商工会は旧町単位で組
織されていることと旧町ごとの温度差があるなかで，
与謝野町としての合意形成が難しいところもある。
けれども，住民の高齢化が進んでいる過疎地域にお
いて，介護の需要増や雇用を創出する必要性を鑑み
れば，福祉を産業として捉えていく視点も重要であ
る。小規模自治体・民間事業者・住民のパートナー
シップに地域社会の今後の選択が委ねられている。

〈付記〉
　本稿は，２０１１年度産業社会学会研究助成による共同
研究「『成熟社会』における地方分権改革と住民自治
力に関する調査研究─京都府丹後地域における障害者
の生活福祉と福祉ガバナンス─」（代表・長谷川千春，
共同研究者・黒田学，加藤雅俊，丸山里美各氏）の調
査に基づく成果の一部である。調査にご協力いただい
た与謝野町役場をはじめ，与謝野町の関係事業者およ
び住民の方々に御礼申し上げます。

注
１２） 京都府内の市町村合併に関して，市町村行財政

研究調査会の基礎資料集「市町村の組合せ試案に
関する基礎データと結びつき分析」によれば，宮
津市の飛び地状態を解消し，「宮津市と与謝郡に
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よる一体性のある地域づくりと，行財政基盤の強
化，都市・農山村の相互補完機能の発揮により過
疎高齢化が進む地域課題への対応と圏域全体の発
展」（市町村行財政研究調査会 ２００１: ６８）を期待
して，１市４町案が提出された。

１３） なお，宮津市と伊根町はそのまま存続すること
となった。与謝野町長によれば，１市４町の合併
協議において，宮津市が中心であり他町に優越す
るという意識が依然として強かったことや，市職
員の給与を町レベルに合わせる（減額する）こと
の拒否，福祉に対する理解の相違などが，合意形
成を困難にした要因とされている（２０１３．１．２０の
佛教大学福祉教育開発センターシンポジウムにお
ける太田貴美町長の基調講演より）。

１４） 「手張」とは，「商社等から原糸を買い取り，自
工場で原糸加工（撚糸等）や製織を行ったり，出
機（歩機や掛機）を有し，糸を支給して製織させ
て製品を問屋に販売する経営形態」であり，「賃
機」とは，「手張等（親機）から加工（撚糸・整
経）した糸の支給をうけ，自工場で主として家族
従事者により製織し，製品は手張や歩機に納入し
て織工賃を得る形態」である（与謝野町商工観光
課 ２００９: ３）。

１５） かつて加悦地域の中心であったちりめん街道は，
１９２６（大正１５）年の加悦鉄道の開通および１９３０
（昭和５）年の府道福知山宮津線の新設によって，
交通・物流の要衝という役割を失った。また１９９４
（平成６）年の国道１７６号バイパスの新設によって
さらに交通から遠ざかり，現在では静かな住宅地
と化している（加悦町 ２００５）。なお，「ちりめん
街道を守り育てる会」会長のF氏からの聴き取り
（２０１２年１２月２１日）によれば，現在のちりめん街
道は，与謝野町商工会や観光協会，地元有志の
「ちりめん街道を守り育てる会」，地域住民の協力
による活性化プログラムが作成されており，当時
の建築物の復元や町並みの再現を通じて縮緬業の
記憶を再生する努力がなされている。

１６） ２０１０年７月２３日および２０１１年２月１５日の与謝野
町農林課への聴き取りおよび配付資料「与謝野町
における自然循環農業の取り組み」による。

１７） 豆腐を誘致したのは，地下水が使用できたこと
と，有機肥料を探していた（畜産業がないため糞

尿を堆肥にできない）ことが理由である。
１８） 与謝野町では，（有）あっぷるふぁ～む，（有）

誠武農園，京都祐喜（株）の３法人が存在してい
る。

１９） 第６次産業は，今村奈良臣氏の造語で，第１次
産業と第２次産業，第３次産業を統合し，農業生
産法人や農業者が，農作物の生産から加工，販売
までを手がけることによって，農産物に付加価値
を与えるとともに，農村地域における収益の確保
と所得の向上，雇用の創出をはかるものとして，
農水省などが推進している。

２０） ２０１１年２月１５日の（有）あっぷるふぁ～むの役
員Y氏からの聴き取り，および配付資料「有限会
社 あっぷるふぁ～む」による。なお，（有）あっ
ぷるふぁ～むは，２００９年度全国豆類経営改善共励
会にて農林水産大臣賞を受賞，２０１０年度（第４９
回）農林水産祭にて日本農林漁業振興会会長賞を
受賞しており，代表取締役のO氏は２０１２年１１月に
黄綬褒章を受賞している。

２１） 誠武農園に関しては，原田（２００７）を参照した。
２２） 与謝野町社会福祉協議会野田川支所長Y氏によ

れば，旧加悦町に対して，旧野田川町は福祉に力
を入れていたため，後述する「夢織りの郷」の施
設も受け入れることができたとされている。この
ことは，福祉需要にも反映しており，２０１０年度の
「配食サービス事業」の延べ利用者数は，野田川
支所が７９６人，加悦支所が４２７人，岩滝支所が１４５
人，「福祉有償運送事業」の登録者数では，２０１０年
１２月末時点で野田川支所が１８３人，加悦支所が１０７
人，岩滝支所が８３人，となっている（２０１１年２月
１６日の与謝野町社会福祉協議会への聴き取りおよ
び配付資料による）。なお，社協の高齢者福祉事
業は，旧３町の区単位で行われているため，旧町
の周辺には目が行き届かない点も指摘された。

２３） 参画法人は，「社会福祉法人 与謝郡福祉会」，
「特定非営利活動法人 丹後福祉応援団」，「社会福
祉法人 よさのうみ福祉会」，「社団法人 京都府看
護協会」の４法人で，「与謝野福祉会」が特別養護
老人ホーム６０床・企業内保育所・地域交流スペー
ス（４４９６.４１６㎡分），「丹後福祉応援団」が在宅複
合型施設（デイサービスセンター，ショートステ
イ，ホームヘルプステーション，居宅介護支援，
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サービス付き高齢者住宅）（１８５４.９６０㎡分），「よ
さのうみ福祉会」が障害者就労継続支援事業所
（カフェ，総菜販売・配食サービス，清掃，特養お
よび在宅複合型施設の食事の材料調達や下ごしら
えの受託）（３５４.７３２㎡分），「京都府看護協会」が
サテライト型訪問看護ステーション（１２３.９１０㎡
分），をそれぞれ開設する。また，与謝野町は，施
設内広場の設置や子育て支援センター，法人借入
金利子への補助を行う。

２４） 各法人が与謝野町へ支払う地代は，３５０㎡につ
き月５,０００円とされている。「やすらの里」は２０１３
年３月よりオープンとなるが，特別養護老人ホー
ムは看護師が不足しているため３０床からのスター
トとなる（２０１３年２月２１日のよさのうみ福祉会の
理事O氏への聴き取りに基づく）。

２５） ２０１１年２月１４日，よさのうみ福祉会の事務局長
A氏への聴き取りおよび配付資料「地域，行政と
の連携で福祉を切り拓く与謝野町の取り組みから
の報告」に基づく。

２６） 用地の取得については，これまで，共同作業所
等の設置における公有地・公的建物の無償貸与を
受けてきた経緯から，町に対してその要望書が提
出され，数度にわたる話し合いがもたれたが，通
所施設については地元行政の責任として無償とす
るものの，入所施設に関しては京都北部一円が対
象となるため有償と判断された（「障害者の労働
生活施設をつくる運動のまとめ」編集委員会 
１９９８）。

２７） 周辺自治体の補助に関しては，表１２に示す通り
である。

２８） 本節および次節の「福祉会」の取組みは，上記
事務局長への聴き取りおよび配付資料をもとにし
ているが，他に，黒田・中西・長谷川他（２０１２），

黒田・よさのうみ福祉会編著（２０１２）も参照した。
２９） ２０１１年２月１４日の聴き取りおよび配付資料「利

用者本位の立場で地域を切り開く与謝野町の取り
組みからの報告」を参照した。

３０） 同上配付資料による。
３１） ２０１１年２月１４日の与謝野町農林課への聴き取り

に基づく。
３２） 前者の場合は，月に２０日，１日４～５時間で，

月収７～１０万円となり，障害者年金と合わせれば
自力で生活することも可能である（京都新聞 
２０１３．２．３の「よさのうみ福祉会 リフレかやの里
管理者」の記事より）。

３３） 同上新聞記事における管理者F氏の話に基づく。
３４） 前掲配付資料「利用者本位の立場で地域を切り

開く与謝野町の取り組みからの報告」を参照した。
３５） ２０１２年３月９日，与謝野町議会議員兼NPO法

人「野田川良い町づくりの会」事務局次長のN氏
への聴き取りに基づく。

３６） 黒田・よさのうみ福祉会編著（２０１２）に掲載さ
れている与謝野町福祉課前主幹・現野田川地域振
興課長N氏の言葉。
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Abstract : The purpose of this paper is to analyze the current situation and issues concerning the 
development of local industry and the promotion of welfare in the Tango area, located in northern Kyoto 

Prefecture. This paper deals with research on Yosano-town in particular, which is currently faced with 

decrease in population and aging. Yosano-town was established in 2006 by the consolidation of three smaller 

municipalities, Kaya-town, Nodagawa-town and Iwataki-town. This area prospered in trade with the continent 

of Asia from ancient times, and by the textile industry represented by Tango silk crepe after modern times. 

However, the textile industry, which had been a basic industry in this area, has kept on decreasing due to 

changes in industrial structure after the postwar rapid economic growth. In recent years, the textile industry 

has gone into a steady decline as a result of aging and the decrease in population of workers, and difficulty 

in creating successors. In such a severe situation, reproduction of local industries is encouraged through 

enactment of an industrial development vision and a basic ordinance promoting small-and medium-sized 

enterprises in Yosano-town. Also, the town has expectations concerning the possibility of welfare as a new 

industry and it has been making an attempt to use welfare resources efficiently, such as job creation within 

the area and collaboration between agriculture and welfare, and so forth. Further, it is concentrating its 

efforts towards cooperation with the local private sector corporations which have achieved satisfactory 

results over many years. The important element of this town in the near future is public-private partnerships 

between local government, local private sector corporations and local residents, which are based on both 

local industry and welfare.

　In addition, this research is carried out based on a cooperative investigation in Yosano-town through a 
research grant provided by the Association of Social Sciences in 2011.

Keywords : Tango area in Kyoto prefecture, Yosano-town, depopulation, aging society, local industry, 
welfare, local government, public-private partnerships
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